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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光軸に対して一列に配置され、前記光軸に沿ってそれぞれが厚みを有する三段の多極子
を備え、前記三段の多極子のうち、前段の多極子は、前記光軸に対して三回対称となる第
１の磁場又は電場を生じ、前記三段の多極子のうち、中段の多極子は、前記光軸に対して
三回対称となる第２の磁場又は電場を生じ、前記三段の多極子のうち、後段の多極子は、
前記光軸に対して三回対称となる第３の磁場又は電場を生じ、前記第２の磁場又は電場に
おいては、前記第１磁場または電場、あるいは前記第３磁場または電場から発生した三回
対称非点を打ち消す方向ではない磁場又は電場三回対称分布を作り、前記第３の磁場又は
電場においては、前記第１の磁場または電場、あるいは前記第２の磁場または電場から発
生した三回対称非点を打ち消す方向ではない磁場又は電場三回対称分布を作り、前記前段
の多極子において発生した三回対称収差を、前記中段の多極子を用いて回転させ、前記中
段の多極子から発生した三回対称収差を前記後段の多極子を用いて回転させ、前記三段の
多極子の合成として三回対称非点を打ち消し、球面収差補正と高次収差補正を行なう電子
顕微鏡用収差補正装置であり、
前記三段の多極子間の磁場又は電場の回転関係として、前記第２の磁場又は電場、或いは
前記第３の磁場又は電場の何れか一方は、前記第１の磁場又は電場に対し、前記光軸に垂
直な面内において電子光学的レンズによる回転作用を考慮して、ｍを整数として、１２０
°×ｍ±４０°回転して分布し、前記第２の磁場又は電場、或いは前記第３の磁場又は電
場、の何れか他方は、前記第１の磁場又は電場に対し、前記光軸に垂直な面内において電
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子光学的レンズによる回転作用を考慮して１２０°×ｍ±８０°回転して分布し、前記第
２の磁場又は電場と、前記第３の磁場又は電場は同じ方向に回転して分布することを特徴
とする電子顕微鏡用収差補正装置。
【請求項２】
　光軸に対して一列に配置され、前記光軸に沿ってそれぞれが厚みを有する三段の多極子
を備え、前記三段の多極子のうち、前段の多極子は、前記光軸に対して三回対称となる第
１の磁場又は電場を生じ、前記三段の多極子のうち、中段の多極子は、前記光軸に対して
三回対称となる第２の磁場又は電場を生じ、前記三段の多極子のうち、後段の多極子は、
前記光軸に対して三回対称となる第３の磁場又は電場を生じ、前記第２の磁場又は電場に
おいては、前記第１磁場または電場、あるいは前記第３磁場または電場から発生した三回
対称非点を打ち消す方向ではない磁場又は電場三回対称分布を作り、前記第３の磁場又は
電場においては、前記第１の磁場または電場、あるいは前記第２の磁場または電場から発
生した三回対称非点を打ち消す方向ではない磁場又は電場三回対称分布を作り、前記前段
の多極子において発生した三回対称収差を、前記中段の多極子を用いて回転させ、前記中
段の多極子から発生した三回対称収差を前記後段の多極子を用いて回転させ、前記三段の
多極子の合成として三回対称非点を打ち消し、球面収差補正と高次収差補正を行なう電子
顕微鏡用収差補正装置であり、
前記三段の多極子間の磁場又は電場の回転関係として、前記第２の磁場又は電場は、前記
第１の磁場又は電場に対し、前記光軸に垂直な面内において電子光学的レンズによる回転
作用を考慮して、ｍを整数として、１２０°×ｍ±略７２°回転して分布し、前記第３の
磁場又は電場は、前記第１の磁場又は電場に対し、前記光軸に垂直な面内において電子光
学的レンズによる回転作用を考慮して１２０°×ｍ±略２４°回転して分布することを特
徴とする電子顕微鏡用収差補正装置。
【請求項３】
　前記前段の多極子と前記中段の多極子の間に設けられ、二段の軸対称レンズを有する第
１の転送レンズ対と、前記中段の多極子と前記後段の多極子の間に設けられ、二段の軸対
称レンズを有する第２の転送レンズ対を、更に備えることを特徴とする請求項１または請
求項２に記載の電子顕微鏡用収差補正装置。
【請求項４】
　前記後段の多極子の後方に設けられ、二段の軸対称レンズを有する第３の転送レンズ対
を更に備えることを特徴とする請求項３に記載の電子顕微鏡用収差補正装置。
【請求項５】
　前記三段の多極子はそれぞれ、独立に励磁可能な磁極又は、独立に電圧印加可能な電極
を有することを特徴とする請求項１または請求項２に記載の電子顕微鏡用収差補正装置。
【請求項６】
　前記三段の多極子はそれぞれ六極子を有することを特徴とする請求項１または請求項２
に記載の電子顕微鏡用収差補正装置。
【請求項７】
　前記三段の多極子はそれぞれ十二極子を有することを特徴とする請求項１または請求項
２に記載の電子顕微鏡用収差補正装置。
【請求項８】
　前記三段の多極子のそれぞれを前記光軸に垂直な面内で回転させる回転手段を備えるこ
とを特徴とする請求項１乃至請求項５の何れか一項に記載の電子顕微鏡用収差補正装置。
【請求項９】
　前記三段の多極子は、三段とも多極子の厚みがおなじものを有することを特徴とする請
求項１または請求項２に記載の電子顕微鏡用収差補正装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は透過型電子顕微鏡に用いられる収差補正装置に関し、特にそれぞれが三回対称
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場を生じる三段の多極子を用いた収差補正装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子顕微鏡の空間分解能を制限する要因の１つとして、光学系における収差の問題があ
る。特に、この収差の１つである球面収差は、軸対称レンズが常に正の球面収差係数を有
することから空間分解能を制限する本質的な問題となっている。
【０００３】
　この問題に対し、非特許文献１において、光軸に沿って厚みを有する一段の六極子が負
の球面収差係数を有する理論的解析結果が示された。これは六極子を光学系に導入するこ
とによって、球面収差の低減が可能になることを示唆するものであった。その後、上記一
段の六極子のみでは、光軸から外れた領域において二次の収差が生じるため、透過型電子
顕微鏡に用いた場合はこの収差によって視野径が著しく制限されることが指摘された。従
って、一段の六極子を透過型電子顕微鏡に搭載する有用性は低いものであったが、六極子
が負の球面収差を生じる結果は球面収差補正に対して非常に有用であり、六極子による球
面収差技術は更に改良が進められた。
【０００４】
　光軸に沿って厚みを有し、負の球面収差をもつ六極子を備えた収差補正装置を、透過型
電子顕微鏡に適用した例が非特許文献２において提案された。この収差補正装置は、順次
設けられた第１の転送レンズと、第１の六極子と、第２の転送レンズと、第２の六極子と
を備えている。なお、この装置の転送レンズは２つの軸対称レンズを有している。
【０００５】
　更に、それぞれが光軸に沿って厚みを有する二段の多極子を備えた収差補正装置は特許
文献１に示されている。この装置は、二段の多極子（例えば六極子）と、その間に配置さ
れた転送レンズを備えている。各多極子は三回対称場を発生して、三回非点と負の球面収
差が生じさせる。
【０００６】
　上記特許文献１の装置において、後段の多極子は前段の多極子で生じた三回非点を相殺
するように動作するので、全体の光学系としては負の球面収差が生じることになる。従っ
て、この装置の前または後に正の球面収差を生じる軸対称のレンズ（例えば対物レンズ）
を配置した場合、全体の光学系としては球面収差が低減されることになる。
【０００７】
【非特許文献１】A. V. Crewe, D. Kopf, Optik, Vol. 55 (1980) p. 1-10
【非特許文献２】H. Rose, Optik, Vol. 85, (1990) p. 19-24
【特許文献１】特開２００３－９２０７８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、上述の収差補正技術は四次の収差までの補正であり、更に高次の収差に
対しては完全な補正が出来ていない。例えば、五次の球面収差は対物レンズと収差補正装
置の距離を光学的に制御すれば補正できるが、同次数の非点収差（即ち六回非点収差）の
補正は実現できていない。これが収差補正の制限要因となっているため、更なる空間分解
能の向上が期待できない。
【０００９】
　実際の多極子は光軸に沿って有限な厚みを有する。この多極子が三回対称の磁場或いは
電場を生じる場合、その多極子によって球面収差を補正すると、逆に上記の厚みに依存し
た高次の収差、および二段の組み合わせとして生まれる高次の収差が現れる。このため、
収差補正が可能となる電子線の入射角の範囲が制限されてしまう。更に、この制限によっ
て回折収差の低減が困難になる。
【００１０】
　この角度制限については、図７に示したロンチグラム（Ronchigram）図を用いて説明す
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る。この図は、光軸に対して三回対称となる磁場を生じる２段の多極子を通過する電子線
に対して収差補正を行ったときに得られたものである。図の中央に現れたコントラストの
少ない領域は、適切に収差補正された電子線の多極子に対する入射角に対応している。こ
の入射角の最大値を概算する場合は、当該領域の中央を中心として、同領域のみを含む最
大の円を当てはめ、更にこの円の半径から電子線の入射角を換算する。この図７によれば
、収差が適正に行われた電子線の最大入射角は約50mradであることがわかる。
【００１１】
　しかしながら、円の周りの領域に着目すると、非晶質の像が見える領域が六角形になっ
ていることが判別できる。これは、五次の非点収差で現れる六回非点収差の残留によるも
のである。図７を得た多極子の場合、収差補正が可能な電子線の最大入射角はせいぜい50
mradであり、それ以上の入射角を有する電子線に対して適切な収差補正は困難になる。従
って、回折収差の低減を図ろうとしても、この入射角の制限があるために空間分解能が制
限されてしまう。
【００１２】
　三回対称場を生じる多極子から発生する高次収差（六回非点）は、多極子がそれぞれの
三回対称非点を打ち消し合う方向に磁場（或いは電場）の分布を配置させているために発
生しており、つまり、従来用いられているそれぞれの多極子間の回転関係が、磁場または
電場に対して６０°或いは１８０°の回転関係では、高次収差が発生してしまう。
【００１３】
　そこで本発明は、負の球面収差を有しつつ上記の高次収差を補正する電子顕微鏡用の収
差補正装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明は上記の課題を解決するためになされたものであり、光軸に対して一列に配置さ
れ、前記光軸に沿ってそれぞれが厚みを有する三段の多極子を備え、前記三段の多極子の
うち、前段の多極子は、前記光軸に対して三回対称となる第１の磁場又は電場を生じ、前
記三段の多極子のうち、中段の多極子は、前記光軸に対して三回対称となる第２の磁場又
は電場を生じ、前記三段の多極子のうち、後段の多極子は、前記光軸に対して三回対称と
なる第３の磁場又は電場を生じ、前記第２の磁場又は電場においては、前記第１磁場また
は電場、あるいは前記第３磁場または電場から発生した三回対称非点を打ち消す方向では
ない磁場又は電場三回対称分布を作り、前記第３の磁場又は電場においては、前記第１の
磁場または電場、あるいは前記第２の磁場または電場から発生した三回対称非点を打ち消
す方向ではない磁場又は電場三回対称分布を作り、前記前段の多極子において発生した三
回対称収差を、前記中段の多極子を用いて回転させ、前記中段の多極子から発生した三回
対称収差を前記後段の多極子を用いて回転させ、前記三段の多極子の合成として、三回対
称非点を打ち消すことを特徴とする。上記の回転というのは、多極子の作る場が次の多極
子に転送されたときの電子光学的回転関係を示しており、レンズによる回転作用を考慮し
ている。即ち、磁場レンズは、転送や倍率変化だけでなく、光軸に対して回転作用を持っ
ており、その回転作用は、加速電圧や磁場の強さによって異なり、その磁場レンズの前後
に配置した多極子分布は、回転関係を加味して回転関係を議論しなければならない。本発
明の説明では、この回転関係をゼロとして角度関係を記述しており、電子光学的回転関係
を考慮するとは、この回転関係を加味することを意味している。
【００１５】
　また本発明は、多極子間の磁場又は電場の回転関係として、前記第２の磁場又は電場、
或いは前記第３の磁場又は電場、の何れか一方は、前記第１の磁場又は電場に対し、前記
光軸に垂直な面内において電子光学的レンズによる回転作用を考慮して４０°回転して分
布し、前記第２の磁場又は電場、或いは前記第３の磁場又は電場、の何れか他方は、前記
第１の磁場又は電場に対し、前記光軸に垂直な面内において電子光学的レンズによる回転
作用を考慮して８０°回転して分布し、前記第２の磁場又は電場と、前記第３の磁場又は
電場は同じ方向に回転して分布することを特徴とする。三回対称場は、１２０°の回転対
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ｍ±４０°と１２０°×ｍ±８０°と等価である。
【００１６】
　また本発明は、多極子間の磁場又は電場の回転関係として、前記第２の磁場又は電場は
、前記第１の磁場又は電場に対し、前記光軸に垂直な面内において電子光学的レンズによ
る回転作用を考慮して、ｍを整数として、１２０°×ｍ±略７２°回転して分布し、前記
第３の磁場又は電場は、前記第１の磁場又は電場に対し、前記光軸に垂直な面内において
電子光学的レンズによる回転作用を考慮して１２０°×ｍ±略２４°回転して分布するこ
とを特徴とする。
【発明の効果】
【００１７】
　上記の構成によれば、負の球面収差を生じさせつつ三回非点収差と六回非点収差を除去
できるので、空間分解能が向上する。また、収差補正が可能な入射角の範囲を広げること
が可能となり、回折収差が低減され、空間分解能が更に向上する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　まず、電子線が光軸に沿って厚みを有する一段の多極子と対物レンズを通過したときに
生じる収差について説明する。 図１は、電子線が一段の多極子を通過したときの試料面
上に生じる収差について模式的に示した図である。
【００１９】
　一段の多極子（例えば六極子）１０２と対物レンズ１０３は光軸１０１に対して一列に
配置され、この多極子１０２は光軸１０１に対して三回対称となる磁場又は電場（以下、
三回対称場と称する）を生じるものとする。電子線１００は多極子１０２を通過した後、
対物レンズ１０２によって試料面１０４に集束される。
【００２０】
　この多極子１０２に入射する電子線の複素角Ω０を下記の式（１）により定義する。
【００２１】
【数１】

【００２２】
　複素角Ω０は試料への角度αに入射する方向（位相角）φを変数として兼ね備えたもの
であって、αとφの二つの変数で記述される。円筒座標におけるα、φを用いず、直交座
標(u, v)を用いて、Ω＝ωu＋iωvとも書ける。ただし、逆空間の空間周波数を(u, v)と
すると、(ωu, ωv) =λ(u, v)となる。この複素共役は下記の式（２）で表される。
【００２３】

【数２】

【００２４】
　次に、多極子１０２の光軸１０１に沿った厚み（長さ）をz、対物レンズの焦点距離をf
とし、多極子１０２と対物レンズ１０３の光学的距離Ｌが０（ゼロ）であるとする。この
光学的距離Ｌの調整は当該多極子１０２と当該対物レンズ１０３の間に転送レンズを挿入
するなどして達成可能である。
【００２５】
　このような条件において、試料面１０４における電子線１００の位置をr、その傾き（
光軸となす角）をr’とすると、r 、r’はそれぞれ、
【００２６】
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【数３】

【００２７】

【数４】

【００２８】
　と表される。ここで、A3は三回非点収差係数（単位長さ当たり）であり、a3を三回非点
収差強度、θをA3三回非点収差方位角とすると、
【００２９】

【数５】

【００３０】
と表される。なお、
【００３１】

【数６】

【００３２】
はA3の複素共役である。
【００３３】
　式（３）及び式（４）の右辺の各項は収差を表しており、具体的には、各式の右辺第一
項が二次の三回非点収差、同第二項が三次の負の球面収差、同第三項及び第四項が四次の
スリーローブ(Three lobe)収差、そして同第五項が五次の六回非点収差を表している。
【００３４】
　以上が、一段の多極子を用いたときに現れる収差である。
【００３５】
　多極子を二段用意して、一段目の多極子から発生する三回非点をキャンセルするように
した場合、二段目の多極子を出た後の電子線の位置は、以下となる。
【００３６】

【数７】

【００３７】
　（７）式の第一項は、対物レンズの球面収差を打ち消すために意図的に発生させた負の
球面収差であるが、第二項目は高次収差（六回非点）が発生しており、これは、多極子を
二段用意して、一段目の多極子から発生する三回非点をキャンセルするようにしたことが
原因である。
【００３８】
　そこで本発明では、三段の多極子を用意し、これら何れの二段の組み合わせでも三回非
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点を打ち消すように動作させず、三段で三回非点を打ち消すようにし、高次収差を打ち消
す光学系を構築する。
本発明に係る収差補正装置の一実施形態について説明する。図２（ａ）は、本発明の一実
施形態に係る収差補正装置の模式図である。
【００３９】
　図２（ａ）に示すように本実施形態に係る収差補正装置は、光軸１１に対して三回対称
場を生じる多極子を三段備える。この図において、電子線１０は前段の多極子２１から後
段の多極子２３へ通過する。さらに電子線１０は、対物レンズ４０のコマフリー面（対物
レンズ４０の前方焦点面にほぼ相当）４１を通過した後、試料面４２に集束するものとす
る。なお、各多極子の例としては六極子や十二極子が挙げられるが、各多極子は光軸１１
に対して三回対称場を生じさせるものであれば、その極数は問わない。
【００４０】
　本実施形態に係る収差補正装置において、中段の多極子２２が生じる三回対称場（第２
の三回対称場）は、前段の多極子２１が生じる三回対称場（第１の三回対称場）に対し、
光軸１１に垂直な面内において４０°回転して分布する。さらに、後段の多極子２３が生
じる三回対称場（第３の三回対称場）は、前段の多極子２１が生じる三回対称場に対し、
光軸１１に対して垂直な面内において、８０°回転して分布する。前段の多極子２１によ
って生じる三回対称場に対して、中段及び後段の多極子２２、２３によって生じる三回対
称場は同じ方向に回転して分布するものとする。
【００４１】
　上記のように三つの三回対称場が分布する場合においても、一つの三回対称場によって
生じる収差の特性は基本的に式（３）、式（４）で表される。従って、本実施形態におけ
る三つの三回対称場によって生じる収差は、該の三回対称場が互いに回転関係を有するこ
とを考慮しつつ、これらの式の合成によって求められる。
【００４２】
　そこで、前段、中段、後段の多極子２１、２２、２３による三回非点収差係数をそれぞ
れA3A、A3B、A3Cとして、これらの係数だけに着目する。それぞれの三回対称場によって
生じる三回非点収差係数は、
【００４３】
【数８】

【００４４】
と表される。従って、その総和は、
【００４５】

【数９】

【００４６】
となり、三回非点収差が相殺されることが判る。
【００４７】
　一方、負の球面収差係数は各三回対称場の回転関係に依存しないので、一つの三回対称
場から生じる強度の三倍となり、対物レンズの球面収差補正に用いることができる。
【００４８】
　式（４）から、一つの多極子内から現れる六回非点収差に関して取り上げて議論すると
、式（８）と同様に各多極子が有する六回非点収差係数は、
【００４９】
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【数１０】

【００５０】
と表される。その結果、
【００５１】

【数１１】

【００５２】
　が得られる。つまり、前段の多極子が生じる三回対称場に対して、中段と後段の多極子
２２、２３が生じる三回対称場が、光軸１１に垂直な面内において、それぞれ、同方向に
４０°及び８０°回転して分布していると、式（４）から導出される六回非点収差が打ち
消される。
【００５３】
　従って、上記のような三回対称場を生じる三段の多極子２１、２２、２３は、負の球面
収差を生じつつ、三回非点収差と六回非点収差を打ち消す。
【００５４】
　なお、上記によれば、前段の多極子２１が生じる三回対称場に対して４０°および８０
°回転して分布する三回対称場の互いの前後関係は問わないことが判る。即ち、中段の多
極子２２が、前段の多極子２１が生じる三回対称場に対して８０°回転して分布する三回
対称場を生じ、後段の多極子２３が、前段の多極子２１が生じる三回対称場に対して４０
°回転して分布する三回対称場を生じても良い。この場合も、負の球面収差を生じさせつ
つ、三回非点収差と、六回非点収差が打ち消される。
 上記のような三つの三回対称場を生じる多極子の配置としては、前段の多極子２１の配
置を基準として、中段又は後段の多極子２２、２３の何れか一方を、光軸１１に垂直な面
内において４０°回転して配置し、中段又は後段の多極子２２、２３の何れか他方を、光
軸１１に垂直な面内において８０°回転して配置する。このとき、中段及び後段の多極子
２２、２３は同じ方向に回転して配置する。図２（ｂ）～（ｄ）は、このような配置に基
づいた各多極子の配置の一例を示したものである。これら各図は、図２（ａ）に示す光軸
１１上の原点ＯからＡ方向に見て、２１ａが前段の多極子２１の配置を、２２ａが中段の
多極子２２の配置を、２３ａが後段の多極子２３の配置を表している。この回転関係は、
転送するレンズでの回転後に着目する必要があり、物理的に４０°の回転関係になくとも
、転送レンズにより電子光学的に４０°の回転関係になっていればよい。三回対称場は、
１２０°の回転対称性があり、また鏡面対称系を考えると、４０°と８０°という角度関
係は、１２０°×ｍ±４０°と１２０°×ｍ±８０°と等価である。
以上は、式（４）を用いて一枚の多極子内で発生する六回非点に着目して議論した。
次に、式（７）を用いて、二つ以上の多極子が発生する三回非点の干渉によって生じる六
回非点を考慮した系を考える。
三段の多極子を用意し、三段で三回非点を打ち消すようにした場合の、三段目の多極子か
らでた六回非点に対する電子線の傾きは、前段、中段、後段の多極子による三回非点収差
係数をそれぞれA3A、A3B、A3Cとすると、以下となる。
【００５５】
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【数１２】

【００５６】
式（１２）で表されるように、三段の三回対称場を用いれば、第二項の高次収差（六回非
点）の大きさが、各三回非点の係数からなるので、第二項の高次収差（六回非点）を打ち
消すように設定することができる。なお、先に述べた三回対称収差のスリーローブ収差（
五次収差）は、従来の二段型でも図７に示すように補正できており、本発明の三段型でも
補正できる。
【００５７】
　（１１）式を用いて、図８は、高次収差の値を、横軸をA3AとA3Cの回転角度関係、縦軸
を二段による多極子の場合に発生する高次収差（六回非点）を１とした場合の六回非点の
相対的な量を示したグラフである。ただし、三回非点は三段の三回対称場の合成で打ち消
すように設定している。
【００５８】
　A3AとA3Cの回転関係を変化させると、六回非点の量が減り、２４°付近で極小値を取る
ことがわかる。また２４°を挟む±６°以内の領域（A3AとA3Bの関係は７２°を挟む±６
°以内）では、六回非点が二段の多極子を組み合わせた場合の半分以下となり、有効に補
正されている様子が分かる。
【００５９】
　以上から、本発明のもうひとつの実施形態に係る収差補正装置において、中段の多極子
２２が生じる三回対称場（第２の三回対称場）は、前段の多極子２１が生じる三回対称場
（第１の三回対称場）に対し、光軸１１に垂直な面内において凡そ７２°回転して分布さ
せる。さらに、後段の多極子２３が生じる三回対称場（第３の三回対称場）は、前段の多
極子２１が生じる三回対称場に対し、光軸１１に対して垂直な面内において、凡そ２４°
回転して分布させる。
【００６０】
　三回場は、１２０°回転すると元に戻り、また鏡面対称の光学系でも実現できるため、
以上の回転関係は数学的な対称性から、ｍを整数として、一段目の多極子と二段目の多極
子の回転関係は、光軸１１に対して垂直な面内において、１２０°×ｍ±略７２°、二段
目の多極子と三段目の多極子の回転関係は、光軸１１に対して垂直な面内において、１２
０°×ｍ±略２４°と一般化できる。
【００６１】
　一方、負の球面収差係数は各三回対称場の回転関係に依存しないので、三つの三回対称
場から生じる強度の合成となり、対物レンズの球面収差補正に用いることができる。
図２（e）～（f）は、このような配置に基づいた各多極子の配置の一例を示したものであ
る。これら各図は、図２（ａ）に示す光軸１１上の原点ＯからＡ方向に見て、２１ｂが前
段の多極子２１の配置を、２２ｂが中段の多極子２２の配置を、２３ｂが後段の多極子２
３の配置を表している。この回転関係は、転送するレンズでの回転後に着目する必要があ
り、物理的に１２０°×ｍ±７２°と１２０°×ｍ±２４°の回転関係になくとも、転送
レンズにより電子光学的にその回転関係になっていればよい。
【００６２】
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　従って、上記のような三回対称場を生じる三段の多極子２１、２２、２３は、負の球面
収差を生じつつ、三回非点収差を打ち消し、高次収差の六回非点も補正される。
【００６３】
　また、上記のような三つの三回対称場を生じさせるため、光軸１１に垂直な面内におい
て各多極子２１、２２、２３を回転させるような回転手段（図示せず）を設けても良い。
【００６４】
　さらに、本実施形態に係る収差補正装置には、前段の多極子２１と中段の多極子２２の
間に第１の転送レンズ対３１を配置し、中段の多極子２２と後段の多極子２３の間に第２
の転送レンズ対３２を配置しても良い。
【００６５】
　第１の転送レンズ対３１は二つの軸対称レンズ３１ａ、３１ｂを有し、前段の多極子２
１で得られた像と等価な像を中段の多極子２２に転送する。また、第２の転送レンズ対３
２は二つの軸対称レンズ３２ａ、３２ｂを有し、中段の多極子２２で得られた像と等価な
像を後段の多極子２３に転送する。つまり、各転送レンズ対３１、３２によって多極子間
の光学的距離は０となる。
【００６６】
　この場合、各転送レンズ対３１、３２は、等価な像を各多極子間に転送するのみである
ので、三つの三回対称場による光学的特性に影響を及ぼさない。なおかつ、各多極子間の
距離を持たせることができるので、各多極子の配置に対する自由度が上がる。
【００６７】
　さらに、上記第１、第２の転送レンズ３１、３２に加え、対物レンズ４０と後段の多極
子２３の間に、第３の転送レンズ対３３を設けても良い。
【００６８】
　第３の転送レンズ対は二つの軸対称レンズ３３ａ、３３ｂを有し、後段の多極子２３で
得られた像と等価な像を対物レンズ４０に転送する。つまり、この間の光学的距離は０と
なる。第３の転送レンズ対は、第１、第２の転送レンズ３１、３２と同様に、等価な像を
対物レンズ４０に転送するだけであるので、三つの三回対称場による光学的特性に影響を
及ぼさない。従って、後段の多極子２３と対物レンズ４０の配置に対する自由度が上がる
。
【００６９】
　本発明の一実施形態に係る収差補正装置を透過型電子顕微鏡に搭載した例について図５
及び図６を用いて説明する。
【００７０】
　図５は上記収差補正装置を照射系収差補正器として用いた透過型電子顕微鏡５０の例で
ある。
【００７１】
　電子銃５１は、高圧制御部５８によって電子線（図示せず）を発生し、併せて所望のエ
ネルギーに電子線を加速する。次に第１集束レンズ５２が加速された電子線を集束する。
集束された電子線は照射系収差補正器５３を通過する。このとき、上記した収差補正が行
われる。さらに照射系収差補正器５３を通過した電子線は、第２集束レンズ５４によって
集束され、対物レンズ及び試料ステージ５５を通過する。なお、試料ステージには試料が
装着されている。
【００７２】
　試料を透過した電子線は中間・投影レンズ５６によって拡大され、観察室５７の蛍光板
（図示せず）に入射する。この蛍光板に投影された試料像は、カメラ等によって撮像され
る。
【００７３】
　対物レンズ及び試料ステージ５５を通過するとき、対物レンズは電子線を更に集束させ
るが、対物レンズによる正の球面収差は、試料面における電子線のスポット径を広げるよ
うに作用する。しかしながら、照射系収差補正器５３によって生じた負の球面収差によっ
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て、この正の球面収差が打ち消される。従って、試料面において微小な電子線が得られる
ことになる。
【００７４】
　また試料面において、三回非点収差、六回非点収差などが除去される。従って、照射系
において、収差補正が可能な電子線の入射角の範囲が広がる。
【００７５】
　そして、電子線の入射角の範囲が広がると回折収差が低減されるので、透過型電子顕微
鏡の空間分解能が更に向上する。
【００７６】
　また、試料面において微小なスポットが得られるので、透過型電子顕微鏡５０の光学系
に偏向器（図示せず）を備えた時には、空間分解能の高い特性Ｘ線分析などが可能となる
。
【００７７】
　図６は本発明の一実施形態に係る収差補正装置を結像系収差補正器として用いた透過型
電子顕微鏡６０の例である。
【００７８】
　電子銃６１は、高圧制御部６８によって電子線（図示せず）を発生し、併せて所望のエ
ネルギーに電子線を加速する。次に第１集束レンズ６２、第２集束レンズ６３が加速され
た電子線を集束する。集束された電子線は対物レンズ及び試料ステージ６４において更に
集束され、試料ステージ上の試料に照射される。
【００７９】
　試料を透過した電子線は結像系収差補正器６５を通過する。このとき、上記した収差補
正が行われる。さらに結像系収差補正器６５を通過した電子線は、中間・投影レンズ６６
によって拡大され、観察室６７の蛍光板（図示せず）に入射する。この蛍光板に投影され
た試料像は、カメラ等によって撮像される。
【００８０】
　電子線が結像系収差補正器６５を通過するとき、対物レンズによって生じた正の球面収
差は、結像系収差補正器６５が有する負の球面収差によって相殺される。また、この収差
補正装置によって三回非点収差、六回非点等が除去される。従って、透過型電子顕微鏡の
空間分解能が向上する。
【００８１】
　また、結像系収差補正器６５による収差補正によって、収差補正が可能な電子線の入射
角の範囲が広がる。電子線の角度の範囲が広がると絞り（図示せず）等による回折収差が
低減されるので、透過型電子顕微鏡の空間分解能が更に向上する。
【００８２】
　なお、上記は、照射系収差補正器５３若しくは結像系収差補正器６５の何れか一方を搭
載した透過型電子顕微鏡の例であったが、これら両方を透過型電子顕微鏡に搭載すること
も可能である。
【図面の簡単な説明】
【００８３】
【図１】光軸に沿って厚みを有する一段の多極子によって生じる収差についての説明図で
ある。
【図２】図２（ａ）は本発明の実施形態に係る収差補正装置の模式図、図２（ｂ）～（ｇ
）は各多極子の配置を示す模式図である。
【図３】本発明の一実施形態に係る収差補正装置の模式図であり、第１及び第２の転送レ
ンズを設けた実施形態である。
【図４】本発明の一実施形態に係る収差補正装置の模式図であり、第１、第２及び第３の
転送レンズを設けた実施形態である。
【図５】本発明の一実施形態に係る収差補正装置を照射系収差補正器として透過型電子顕
微鏡に搭載した実施形態である。
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【図６】本発明の一実施形態に係る収差補正装置を結像系収差補正器として透過型電子顕
微鏡に搭載した実施形態である。
【図７】光軸に沿って厚みを有する二段の多極子に電子線を通過させて得られたロンチグ
ラム図である。
【図８】前段と後段との多極子の三回対称場がなす角度と六回非点量との関係を表すグラ
フ。
【符号の説明】
【００８４】
１０：電子線
１１：光軸
２１：前段の多極子
２２：中段の多極子
２３：後段の多極子
３１：第１の転送レンズ
３２：第２の転送レンズ
３３：第３の転送レンズ
４０：対物レンズ
５０、６０：透過型電子顕微鏡
５３：照射系収差補正器
６５：結像系収差補正器
１００：電子線
１０１：光軸
１０２：多極子
１０３：対物レンズ
１０４：試料面
【図１】 【図２】
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